
       

       

 

 

 非行防止指導班｢あおぞら｣は､女性警察官等で構成され､県内の小･中･高校生を 

対象に防犯教室･非行防止教室･薬物乱用防止教室･インターネットセキュリティ 

教室を通して､少年の規範意識を醸成する活動を実施しています｡ 

  【申し込み方法】 

県警ホームページ(電子申請(非行防止指導班｢あおぞら｣派遣申請)を参考に！  

①申請･届出 ②電子申請 ③講師派遣申請 ④非行防止指導班｢あおぞら｣派遣申請 

  【手続きの説明･注意点】  

･受付は､２カ月前の月の１日午前零時からで､パソコン･スマートフォンから可能｡       

･学校のビデオカメラ､テレビ等の資機材を活用したリモートにも対応｡             

･派遣日時等､ご希望に添えない場合があります｡                   

 住宅を対象とした防止     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

発 行 

 

川越警察署 

芳野駐在所 

223-2133 
平 田 良 治 

広  報 

（12月1日から12月31日までの間） 

窃盗    1件 

物損事故  24件 

人身事故   4件 

 

 

 

 

 

非行防止指導班「あおぞら」 
 

 

 

              

 特殊詐欺の受け子の特徴といえば､ 

  若者･スーツ･茶髪･ロン毛･スニーカー 

等とかつては挙げられましたが､最近では

高齢者が検挙される場合もあり､スーツで

はなく普段着でスーツを鞄の中に隠してい

る者もいます｡ 

 芳野駐在所管内を大きな鞄を持って徘徊

している者がいたら特殊詐欺の受け子かも

知れないと思ってみてください。 

芳 野 駐 在 所 日 誌  

警 察 活 動 の 紹 介 ⑩  

芳 野 駐 在 事 件 簿  

〇検証とは… 

 物事を実際に取調べて証明すること、事

実認定の資料とするために五官の作用によ

り物の存在や場所の状況を調査実験する強

制の処分をいう｡ 

 裁判所の検証と検察官､検察事務官､司法

警察職員との検証とがある｡ 

 裁判所の検証には令状が不要だが､検察

官等捜査機関の検証には令状を要する｡ 

 

 

 

 

 

お 問 い 合 わ せ 先  

 

埼玉県警察本部生活安全部 

少年課補導育成第一係 

非行防止指導班｢あおぞら｣ 

048-832-0110(内線3124･3125) 

 


